
現 場 説 明 書 
１ 業 務 名       長坂埋立地浄化センター管理棟耐震補強設計業務委託          

２ 監 督 員       資源循環部 資源循環施設課   

 

 

説 明 事 項 

1. 入札等に関する事項について 
(1) この業務の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、業務委託契約書又は業務委託請書(以下「契約書等」

という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の上下水

道局契約規程によりその例によることとされている契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則（以下「契約

規則等」という。)に従って行う。 

(2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約

書等若しくは契約規則等の内容又は施行場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないの

で、入札等前に十分究明すること。 

2. 前払金について 

前払金    する   しない 

前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。 

3. 部分払について 

部分払    する(   回以内) しない 

4. 継続事業に係る業務の各会計年度別支払限度額について 

(1) 継続事業に係る業務の各会計年度における委託代金額の支払限度額及び前払金の割合は、次のとおりである。 

会計年度 
支払限度額 

（委託代金額に対する割合） 
前払金 

初 年 度（   年度）   ％ 支払限度額 ・ 委託代金額 の  ％ 

第２年度（   年度）   ％ 支払限度額 ・ 委託代金額 の  ％ 

第３年度（   年度）   ％ 支払限度額 ・ 委託代金額 の  ％ 

(2) 各会計年度における委託代金額の支払限度額は、受託者決定後業務委託契約書を作成するまでに受託者に通知

する。 

5. 契約に関する事項について 

(1) 設計図書関係 

ア 土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。 

イ 仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合

を除き、受託者の責任において定めること。 

ウ 契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とじし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合

にあっては、別冊とすること。 

(2) 提出書類関係 

ア 委託代金内訳書  要提出(契約締結後7日以内) 

提出不要 

イ 工 程 表  要提出(契約締結後7日以内) 

提出不要 

ウ 着 手 届  着手後5日以内に提出すること。 

エ 現場代理人及び  契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。 
主任技術者等届 



オ 下 請 負 者 届  下請負を発注の都度、提出すること。 

カ 直 営 工 事 届  下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。 

(3) 監督員通知関係 

監督員を2人以上置くこととした場合において、権限を分担させるときは、各監督員の権限の内容を別に通

知する。 

(4) 支給材料、貸与品関係 

ア 支 給 材 料   あり   なし 

イ 貸 与 品   あり   なし 

(5) 条件変更等の関係 

業務の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係

のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。 

(6) 設計変更等の関係 

必要により業務内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微な

ものは監督員の指示により業務内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、履行期間の末に行う。 

(7) 部分引渡し関係 

部分引渡し指定部分   あり   なし 

6. テクリスの登録について 

受託者は、受注時、変更時及び完了時において委託代金額が100万円以上の業務について、測量調査設計業務実績

情報サービス（TECRIS）入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、（一財）日本建設情報総合セ

ンターに登録申請しなければならない。 

ただし、建築関係業務においては、対象外となる場合があるので監督員と協議すること。 

また、（一財）日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が受託者に届いた際には、直ちに監督員に提出し

なければならない。 

登録申請の期限は、次のとおりとする。 

(1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。 

(2) 完了時登録データの提出期限は、業務完了後10日以内とする。 

(3) 施行中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から 10 日以内に変更データを提出

しなければならない。 

(4) 変更時と完了までの間が 10 日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとす

る。 

7. 下請負者について 

下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。 

8. 一括下請けの禁止について 

受託者は、本業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 

9. 技術的事項について（別紙） 
 



件名：

耐震補強設計：管理棟
耐震診断　　：管理棟

耐震診断における線形導入効果の予測より、線形解析を実施す
るものとする。(津波は除く）

添付資料
・耐震補強設計　委託要領、仕様書
・提出書類一覧
・対象施設資料、一般図等
・平成27年度　耐震診断結果
・長坂埋立地浄化センター容量計算書

アスベスト調査は、下記の２か所を対象とする。
・管理棟（１階薬注室、内壁）
　　①モルタル
　　②白セメント吹付

　

特　記　仕　様　書

耐震性能２の取り扱
いに関して

委託対象

長坂埋立地浄化センター管理棟耐震補強設計業務委託

業務内容 以下の添付資料に従い、定められた項目ごとに成果品を提出す
ること。

アスベスト調査
について
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【耐震補強設計】委託要領 
 
１．目的 

 今回実施する管理棟耐震補強設計業務委託は、耐震診断報告書における基本数値、

構造モデルおよび現地調査結果から、現在の施設の使用状況・機器の配置状況・施工

難易性・経済性及び施設の残存耐用年数を考慮して、耐震補強工法の設計を行うもの

とする。 
 なお、対象施設は施設を使用しながらの補強工事となることを留意して設計を進め

ること。 
 
２．耐震補強設計 
   本委託業務の目的である耐震補強設計は、以下の図書に準拠して行うものとする。 
  ○「下水道施設の耐震対策指針と解説」      2014 年版 （日本下水道協会） 

  ○「下水道施設耐震計算例－処理場・ポンプ場編－」2015 年版 （日本下水道協会） 

  ○「官庁施設の総合耐震診断・改修基準及び同解説」平成 8年版  (建築保全ｾﾝﾀｰ) 

    ○「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」   平成 8年版  (建築保全ｾﾝﾀｰ) 

 ○「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・改修設計指針・同解説 2017 年 

改正版」（日本建築防災協会） 

○「公共建築工事標準仕様書」国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 平成 31 年版 

                               （公共建築協会） 

○「公共建築改修工事標準仕様書」国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 平成 31 年版 

                               （公共建築協会） 

※上記図書については、最新版を用いる 

 

３．委託業務内容 

   耐震補強設計の業務内容は、別に定める「耐震補強設計仕様書」による。 
 
４．業務計画書 
   受託者は、委託契約後速やかに、次の各号に掲げる事項を明らかにした業務計画書

を資源循環施設課に提出し承諾を受けなければならない。 
   なお、現地調査に当っては、必ず施設管理者の了解のもとに行うこと。 
 
  （１）主たる調査場所、方法、使用機器及び使用材料 
  （２）実施工程表 
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  （３）配置技術者について 
   管理技術者は一級建築士の資格を有している者 
   （一級建築士取得後 2 年以上の耐震補強設計又は耐震診断実務経験者） 

構造担当者は構造設計一級建築士の資格を有している者 
 照査担当者は上下水道部門のうち下水道の技術士の資格を有している者 

       作業スタッフ（協力事務所、下請会社含む）にあっては、その氏名、及び、 
その業務経歴を事前に提出し承認を受けること。また、主に構造計算に 
従事する技術者は一級建築士取得者とすること。 

   
５．設計書等資料の貸与 
   委託者は､受託者が業務を行うにあたって必要とする資料を提供するものとし、受託

者はその資料の管理については十分注意する。 
 
６．提出する設計図書等 
   提出書類については、「別紙：補強設計 提出書類一覧」による。 
 
７．補強効果の確認 
   補強後の耐震性能が目標値に達したことを確認し､報告書を提出すること。 
 
８．一般事項 

（１） 耐震構造設計に際しては、耐震診断結果及び事前調査結果に基づき対象建築物

の機能及び補強工事に施工性、経済性を考慮して補強方針を定め適切な補強方法

を選択し、補強後の耐震性能が目標値に達したことを確認すること。 
（２） 設計に当たっては､現地を十分調査のうえ、監督員と緊密な打合せを行い基本図

面を作成し承諾を受けなければならない。 
（３） 設計は、建物の敷地、構造及び建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令

及び条例の規定による。 
（４） 必要に応じ、監督員の指示により設計の各段階ごとに報告書類を提出し､監督員

の確認を受けた後に設計を進める。 
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【耐震補強設計】仕様書 
 
１．一般事項  

1) 本仕様書の適用範囲 
 本耐震補強設計は、耐震補強設計委託要領に定める準拠図書に基づいて、補強に係わる

意匠図、構造図、設備設計図等の図面を作成するとともに、耐震改修工法についてもこれ

に準じる。 
 

2) 官公署その他への手続き 
 設計に必要な官公署その他への手続きは速やかに行う。これに伴う費用は受託者の負担と

する。 
 

3) 敷地状況調査 
  補強工事の設計に先立ち現地調査を行い工事に障害となるものについて調査を行う。 

 
4) 業務の範囲及び現地調査 

① 設計図書と、建築物躯体等とのくい違いのチェックを行い、特に通り芯の変更、梁や

壁の寄せ方、開口部のチェックの確認を行う。 
 
② プラント機械・電気、建築設備等の障害物件の確認を行い、支障がある場合は移設の

検討を行う。なお、これらについても図面、数量計算等の作成を行う。ただし、大規

模な移設が必要となる場合は別途とする。 
 
③ 躯体寸法精度、じゃんかの程度と補修状況といったコンクリート打設の良否、鉄筋の

露出といった配筋の不良等を調査する。 
 

④ 増改築等、また設備工事等などで設計図と相違のある場合もあるので調査する。 
 

⑤ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造では耐震診断で確認できなかった部分の梁、床版下などのひび割れの有

無の確認等調査を行う。 
 

⑥ 設計図書と建築非構造部材とのくい違いをチェックする。また非構造部材の変形に対

する追従性、地震力に対する安全性確保の確認を行う。 
 

⑦ 仕上げ材の復旧に対し現在製作されていないことにより材料の入手が困難な場合（タ

イルの廃番等）があるので対策を講じて調査検討を行うこと。
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⑧ 壁の改修等により階段部分防火扉の改修が必要になる場合は十分に調査を行い、法令

等の違反がないように設計すること。 
 

⑨ 躯体に埋め込まれているガス管、電線管等については調査を行い、工事による切断等

の起こらないように設計すること。 
 
⑩ 空調機械などは工事を行っていない部分を生かして部分運転することもあるので、そ

の方法等を検討すること。 
 

⑪ 地下埋設管等の位置を確認し、立ち上り部分の可とう性を検討する。また､杭補強を

施設外周に施す場合には地下埋設管等が支障とならないか確認すること。 
 

⑫ 躯体の補強工事等を行う際、照明、コンセント、配管、機器等により、施工に支障が

出る場合があるので十分調査し位置の確認と、その対策を検討すること。 
 
⑬ 原則として、設計においてはアスベスト含有製品を使用しない。ただし、代替品が無

い場合等でやむを得ず使用する場合は、監督員の承認を得ること。また、内部改修範

囲にアスベスト成形板（現地調査等でアスベスト含有の有無が判明せず、アスベスト

成形板として取り扱う場合を含む）がある場合には、その処理範囲、方法等を監督員

と協議して決定する。ただし、今回分（指定か所２か所）以外で分析・調査が発生し

た場合は、費用は別途とする。 
 

２．耐震補強構造計画 
補強工法の検討では、耐震診断の結果を踏まえ、既存業務の耐震補強案（建築）を最

新の技術的見地から再精査し、耐震対策の緊急性や補強の可否、新工法の適用、機械電

気設備の移設や改築時期との照合、対策費、工期などを総合的に判断し、実施可能性に

立脚した補強方法を検討する。 
   構造体の耐震改修工法の選択に当たっては以下の項目を考慮して検討すること。 
 

1) 機能性 
構造体の補強により、建築物の執務環境、動線計画等の機能性を可能な限り阻害しな

い安全な計画をすること。また､処理施設の機能を阻害しない計画とすること。 
 

2) 施工性 
 耐震改修を行う場合には、施設機能の一時移転等をして施工することが望ましいが、そ

れが困難な場合が多く施設を利用しながら工事することになるので、執務になるべく影響

のないように安全な工法の検討を行うこと。
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3) 経済性 
 経済性の検討に当たっては、建築物の機能確保の必要性、改修後の使用年数等を考慮

して検討すること。また､工法選定においても可能となる最も経済的で安全な工法を選択

すること。 
 

4) 法規制 
建築基準法、建築物の耐震改修の促進に関する法律、消防法等の関係法令に対する検

討を行うこと。 
 

5) 構造体の耐震改修目標 
建築：「官庁施設の総合耐震診断・改修基準及び同解説」に準拠し、重要度係数 I=1.25 

を考慮し、各階 GIｓ1.0 以上（X,Y 方向）を満足する補強設計を行うこと 
 

6) その他 
立面等の変更を伴う場合は、周辺環境への配慮も検討し計画すること。 

 
３．構造体耐震改修工法 
  構造体耐震改修工法については委託要領２耐震補強設計における準拠図書等による。 
  
４．耐震補強実施時の施工上の課題の整理 

 耐震補強を実施する場合には、処理機能を保持する上で耐震対策が困難な部分や対策費

に莫大なコストが必要となることが考えられる。そこで、施設の運転管理状況、代替施設

機能の確保の可能性、機械・電気設備の移設の有無、補強の実施に必要な期間等、施工上

の課題を整理する。 
 
５．仮設計画 

1) 工事に伴う防音、防塵対策、重機、資材搬入経路、建て方時の作業スペースの設定、

施設利用者経路等を考慮した仮囲い、交通監視員等による安全対策、及び、施設、敷地

の養生を考慮した仮設計画図を作成する。工事において障害となる構築物、植栽等の撤

去、移設、再設置等は監督員と協議して決定する。 
足場、仮囲い等は、関係法令等に従い適切な材料、構造により総合的に検討し監督員と

打合せを行うこと。 
 

2) 工事区域内の機械類や床面等はビニールシート敷等により養生し、既設躯体や機械類

を損傷させないように十分検討をし、養生計画を行うこと 
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６．非構造部材の耐震改修方法 
1) 外壁材、仕上げ材及びシーリング材等を調査し､ひび割れ、劣化等の欠陥があるもの

については改修する。 
 

2) 間仕切り及び天井等の内装材の取付方法を調査し、地震時に転倒、落下等により人的

被害を起こさないように改修する。 
 
７．その他 

1) 地質調査報告書、耐震診断報告書の図書について貸与をおこなう。 
 

2) 資源循環部における他耐震補強業務委託、耐震診断業務委託請負者と業務内容が統一

されるよう、情報共有し連絡調整をおこなうこと。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



補強設計 － ７ 
 

提出書類一覧 
 
施 設 名 ：長坂埋立地浄化センター            
工事タイトル：長坂埋立地浄化センター管理棟耐震補強設計業務委託     
 

名  称 様式 部数 備考 

【金文字・黒表紙製本】    

報告書※1 （構造計算書、補強検討等） A－4 2 部 ﾃﾞｰﾀ提出 

 設計図書（設計図及び仕様書） A－1 1 部 

ﾃﾞｰﾀ提出 

（注）原図は 1部、 

これと別に提出 

 A－３縮小版 2 部 
ﾃﾞｰﾀ提出 

 

【パイプ式ファイル等】    

耐震補強工事 設計書 
A－４ A－３ 

各１部 ﾃﾞｰﾀ提出 

・工事特記仕様書   各工種毎整理 

・数量計算書   各工種毎整理 

・工事内訳書（金額入、金額抜）   各工種毎整理 

議事録および諸官庁打合せ記録 A－４ １部 ※2 

照査報告書 A－４ １部 ※2 

現地調査報告書・写真 A－４ １部 ※2 

電算処理 入出力データー A－４ １部 別冊 

設計参考資料 

（使用材料ｶﾀﾛｸﾞ・見積書 3社以上） 
A－４ 1 式 必要に応じて添付 

※1報告書に関しては、各工種類の区分けし、分かりやすく整理すること（監督員と協議） 

※2現地調査報告書、議事録等は報告書に含んでも良い。 
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個人情報の取扱いに関する特記事項 

 

（個人情報を取り扱う際の基本的事項） 

第１条 受託者（以下「乙」という。）は、個人情報の保護の重要性を認識し、業務に関

して個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報

を適正に取り扱わなければならない。 

（適正な管理） 

第２条 乙は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん、き損及びその他の事故を未然に防止す

るため必要な措置を講じなければならない。 

２ 乙は、個人情報の取扱いに関する責任体制を整備し、管理責任者を定めなければなら

ない。 

３ 乙は、個人情報の保管にあたっては、この契約による業務により取得した個人情報と

それ以外の個人情報を明確に区分し、管理しなければならない。 

（管理責任者等の教育及び研修） 

第３条 乙は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、管

理責任者及び従事者に対し、横須賀市個人情報保護条例第14条（受託者等の責務）、第

32条及び第33条（罰則）の内容並びに本特記事項において従事者が遵守すべき事項その

他この契約による業務の適切な履行に関し必要な事項について、教育及び研修を実施し

なければならない。 

（秘密の保持） 

第４条 乙は、個人情報の内容を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は

解除された後においても同様とする。 

２ 乙は、この契約による業務の処理の従事者が個人情報を管理責任者の承諾を得ること

なく事務所以外の場所に持ち出し、又は不適切な取扱いにより第三者に漏らすことのな

いように、必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

（収集の制限） 

第５条 乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を収集するときは、その目的

を明確にし、当該目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなけ

ればならない。 

（目的外利用等の禁止） 

第６条 乙は、委託者（以下「甲」という。）の指示又は承諾があるときを除き、この契

約による業務の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は第三者に提供してはならな

い。 

（複写等の禁止） 

第７条 乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、業務を実施するために

甲から提供された個人情報を複写し、又は複製してはならない。 

（資料等の返還） 

第８条 乙は、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、

複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解

除された後直ちに甲に返還し、又は引き渡し、若しくは消去しなければならない。ただ

し、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。 
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２ 乙は、前項の規定により電子記録媒体に記録された個人情報を消去する場合は、当該

個人情報が復元できないように確実に消去しなければならない。 

３ 乙は、前項の規定により個人情報を消去した場合は、当該個人情報を消去した旨の報

告書を甲に提出しなければならない。 

（再委託の禁止等） 

第９条 乙は、個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託（以下「再

委託」という。）してはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合は、この限

りでない。 

２ 乙は、個人情報の処理を再委託する場合及び再委託の内容を変更する場合は、あらか

じめ次の各号に規定する事項を記載した書面を甲に提出し、前項ただし書きの承諾を得

なければならない。 

（１）再委託の相手方 

（２）再委託を行う業務の内容 

（３）再委託で取り扱う個人情報 

（４）再委託の期間 

（５）再委託が必要な理由 

（６）再委託の相手方における責任体制及び管理責任者 

（７）その他甲が必要と認める事項 

３ 乙は、前項の規定により個人情報を取り扱う事務を再委託の相手方（以下「再受託

者」という。）に取り扱わせる場合には、乙と再受託者との契約内容に関わらず、再受

託者の当該事務に関する行為について責任を負うものとする。 

４ 乙は、再委託契約において、再受託者に対する監督及び個人情報の安全管理の方法に

ついて具体的に指示しなければならない。 

５ 乙は、この契約による業務を再委託した場合は、その履行を監督するとともに、甲の

求めに応じて、再受託者の状況等を報告しなければならない。 

（立入調査等） 

第10条 甲は、個人情報を保護するために必要な限度において、乙に対し、個人情報を取

り扱う事務について管理状況の説明若しくは資料の提出を求め、又は乙の事務所に立ち

入ることができる。 

２ 乙は、甲から個人情報の取扱いに関して改善を指示されたときは、その指示に従わな

ければならない。 

（事故発生時等における報告） 

第11条 乙は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故（以下「漏えい事故」

という。）が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告

し、甲の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後において

も同様とする。 

２ 乙は、漏えい事故が生じた場合、当該事故の被害を最小限にするため、甲と協力して

必要な措置を講じ、かつ、甲の指示に従わなければならない。 

（補則） 

第12条 乙は、この契約における個人情報の取扱いについて疑義が生じたときは、甲と協

議し、その指示に従わなければならない。 



年度 設　計　積　算　書　表　紙（

設　計　書　番　号

( 工 事 ・ 業 務 )名

(河川・路線・区域)名

( 工 事・業 務 )箇所

単 価 採 用 地 区 名

事　　業　　区　　分

工　　　　  　　　期

設　　計　　金　　額
（

円

設　　計　　概　　要

( 起 工・変 更 )理由

令和 02 当初 ）

02

年度

長坂埋立地浄化センター管理棟耐震補強設計業務委託

横須賀市長坂５丁目３２７０番地

横須賀

単費

契約日から                    令和  03  年  02  月  26  日    まで

  円 ）

横須賀市資源循環部事　　業　　所　　名

横須賀市



令和 02 年度 設　計　積　算　書　表　紙（ ）当初

＜支出科目＞

05　環境費

01　環境費

02　ごみ処理費

004　ごみ最終処分費

13　委託料

＜合併区分情報＞

合併処理設定 しない

区　分　１

区　分　２

区　分　３

区　分　４

区　分　５

区　分　６

区　分　７

区　分　８

区　分　９

＜全体金額情報＞

当初官積算額

(a)

当初請負額(b1)

前回変更請負額(b2)

今回変更官積算額
(c) (d)=(b1)/(a)×(c)

増減

(d)-(b1)or(b2)
備　　考

消費税等相当額

今回変更請負額

業務費

業務価格

款

項

目

節

細節

横須賀市



令和 02 年度 積　算　諸　条　件　調　書（ ）当初

設計業務

経
費
等
情
報

測量業務

地質・土質調査業務

地質・土質調査業務(解析)

港湾測量業務

設計業務等標準積算基準書　適用年版

資材等単価表　適用年版

積
算
数
量
等
情
報

名称 採用数量 単位 備考

（その他情報欄）

令和02年7月1日基準

業務委託

令和01年7月1日適用

電子成果品作成費

港湾磁気探査業務

電子成果品作成費

施工管理費

技術経費率

技術経費率

諸経費率

レ 計上しない

技術経費率

委託先／α、β

委託先／α、β

安全費率

建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ／α=35%、β=35%

電子成果品作成費

旅費交通費

旅費交通費

旅費交通費

計上しない

横須賀市



横須賀市



本　　工　　事　　費　　内　　訳　　書
（上段：前　回　下段：今　回）

  費目　　工種　　種別 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

設計業務

　設計業務費

          1 式

　　直接人件費

          1 式

　　　耐震補強設計

          1 式  第 1001 号 内訳書

　　直接経費

          1 式

　　　旅費交通費

          1 式  第 1002 号 内訳書

　　　成果品印刷費

          1 式  第 1003 号 内訳書

　　　アスベスト調査費

          1 式  第 1004 号 内訳書

直接原価計

          1 式

　その他原価

          1 式

　一般管理費等

          1 式

設計業務価格

          1 式

消費税及び地方消費税相当額

          1 式

1-      -横須賀市



本　　工　　事　　費　　内　　訳　　書
（上段：前　回　下段：今　回）

  費目　　工種　　種別 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

業務委託料

          1 式

2-      -横須賀市



内訳書           1 式

耐震補強設計
（上段：前　回　下段：今　回）

第1001号

名　　　　　　　称 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

管理棟

          1 式

第1001号下内(AMA0040)

設計協議

          1 式

第1002号下内(AMA0050)

現地調査

          1 式

第1003号下内(AMA0060)

合    計

内訳書           1 式

旅費交通費
（上段：前　回　下段：今　回）

第1002号

名　　　　　　　称 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

旅費交通費

          1 式

第1004号下内(AMA0010)

合    計

内訳書           1 式

成果品印刷費
（上段：前　回　下段：今　回）

第1003号

名　　　　　　　称 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

成果品印刷費

          1 式

第1005号下内(AMA0020)

合    計

内訳書           1 式

アスベスト調査費
（上段：前　回　下段：今　回）

第1004号

名　　　　　　　称 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

アスベスト調査費

          1 式

第1006号下内(AMA0030)

合    計

3-      -横須賀市



下位内訳書
AMA0040

          1 式

管理棟
当り

適用年版 T0207

（上段：前　回　下段：今　回）

第1001号

名　　　　　　　称 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

建築

          1 式

第1001号単価表(SJ0010)

合    計

          1 式 円／式

下位内訳書
AMA0050

          1 式

設計協議
当り

適用年版 T0207

（上段：前　回　下段：今　回）

第1002号

名　　　　　　　称 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

設計協議

          1 式

第1002号単価表(SJ0020)

合    計

          1 式 円／式

下位内訳書
AMA0060

          1 式

現地調査
当り

適用年版 T0207

（上段：前　回　下段：今　回）

第1003号

名　　　　　　　称 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

現地調査

          1 式

第1003号単価表(SJ0030)

合    計

          1 式 円／式

4-      -横須賀市



下位内訳書
AMA0010

          1 式

旅費交通費
当り

適用年版 T0207

（上段：前　回　下段：今　回）

第1004号

名　　　　　　　称 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

交通費

          1 式

(TJ0010)

合    計

          1 式 円／式

下位内訳書
AMA0020

          1 式

成果品印刷費
当り

適用年版 T0207

（上段：前　回　下段：今　回）

第1005号

名　　　　　　　称 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

成果品印刷費

          1 式

(TJ0020)

合    計

          1 式 円／式

下位内訳書
AMA0030

          1 式

アスベスト調査費
当り

適用年版 T0207

（上段：前　回　下段：今　回）

第1006号

名　　　　　　　称 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

アスベスト調査費

          1 式

(TJ0030)

合    計

          1 式 円／式

5-      -横須賀市



単価表
SJ0010

          1 式

建築
当り

適用年版 T0207

第1001号

          （上段：前　回　下段：今　回）

名　　　　　　　称 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　　　要単　位

主任技師

          1.6

(R0402)

人

技師（Ａ）

          3.6

(R0403)

人

技師（Ｂ）

          5.5

(R0404)

人

技師（Ｃ）

          2.3

(R0405)

人

技術員

          1.3

(R0406)

人

合    計

          1

整数止め切捨て

円／式式

単価表
SJ0020

          1 式

設計協議
当り

適用年版 T0207

第1002号

          （上段：前　回　下段：今　回）

名　　　　　　　称 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　　　要単　位

主任技師

          1

(R0402)

人

技師（Ａ）

          6

(R0403)

人

技師（Ｂ）

          3

(R0404)

人

合    計

          1

整数止め切捨て

円／式式

6-      -横須賀市



単価表
SJ0030

          1 式

現地調査
当り

適用年版 T0207

第1003号

          （上段：前　回　下段：今　回）

名　　　　　　　称 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　　　要単　位

技師（Ａ）

          1

(R0403)

人

技師（Ｂ）

          1

(R0404)

人

技師（Ｃ）

          1

(R0405)

人

合    計

          1

整数止め切捨て

円／式式

7-      -横須賀市



登　　　録　　　単　　　価　　　一　　　覧　　　表
単価コード 名　　　　　　称 単　位 適用年版 単　　　価 管理費区分資源区分 摘　　　　要

TJ0010 交通費

式 T0207        80,000

その他施

工単価等

一般管理費

のみ対象

TJ0020 成果品印刷費

式 T0207       300,000

その他施

工単価等

一般管理費

のみ対象

TJ0030 アスベスト調査費

式 T0207       200,000

その他施

工単価等

一般管理費

のみ対象

8-      -横須賀市



【　建物一般図　参考　】

参　考　資　料

【　長坂埋立地浄化センター容量計算書　参考　】

【　平成２７年度　耐震診断結果　抜粋　】



容　量　計　算　書

長　坂　埋　立　地　浄　化　セ　ン　タ　ー































平　成　２　７　年　度

耐　震　診　断　結　果











建　物　一　般　図


